
 

雁又川河川改修工事に伴う尾張旭市営バスの「南栄町タチヤ前」 

停留所一時移設及び迂回運行に係る運賃について（協議事項） 

 

概要 

工事等により３か月を超えて路線を変更する際には、地域公共交通会議におい

て路線の変更等の協議を調えるとともに、地域公共交通運賃料金協議会において

運賃に対する協議を行う必要があります。 

 

【協議内容】 

　雁又川河川改修工事に伴う尾張旭市営バスの「南栄町タチヤ前」停留所一時移設

及び迂回運行の実施に当たり、運賃の変更は行わないこと。 

 

１　協議の対象となる停留所一時移設場所・迂回運行ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　現行の運賃 

　　１乗車１００円（均一運賃） 

　※　未就学児、障がい者（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

所持者）とその付添い人（１人まで）は無料。 
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